
  

被服貸与規程 

 

第１条（目的） 

この規程は、職員に対する被服の貸与に関して必要な事項を定める。 

 

第２条（貸与品の種類） 

被服は指定するものとする。 

 

第３条（被服の管理） 

１．被服を貸与された職員は、善良な管理のもとでその被服を使用・保管せねばならない。 

２．貸与された被服の洗濯、被服の補修、その他に必要な諸費用に関しては、当該被服を貸与された者の負

担とする。 

 

第４条（被服の着用） 

被服を貸与された職員は、その本来の職務に従事するときは定められた被服を着用しなければならない。 

 

第５条（被服の返納） 

職員は、退職・休職等の事由により勤務しなくなったときは、遅滞なく貸与された被服を返納しなければ

ならない。 

 

付  則 

 

この規程は ２６ 年 ３ 月 １ 日より施行する。 

 


